
自発的に安全衛生対策に取り組む
事業場の事例集

徳島労働基準監督署

事例１．日清紡テキスタイル株式会社 吉野川事業所（製造業）

令和6年9月
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【転倒災害防止対策】
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突起物への注意表示

【転倒災害防止対策】



段差の注意表示
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【転倒災害防止対策】



転倒を主眼点とした安全巡回を定期的に実施しており、
巡回者が対策後の確認まで実施している。

安全巡回結果例

【転倒災害防止対策】



ＫＹＴ４ラウンド法を繰り返し実施することにより、
危険に対する感受性や問題解決能力の向上を図って
いる。

実施風景

【機械による挟まれ・巻き込まれ防止対策】



【機械による挟まれ・巻き込まれ防止対策】

定期的にＫＹＴトレー
ナー等から評価（採
点）を受けることによ
り、ＫＹＴのレベル
アップを図る。



かもしれシート

• 非定常作業時に「かもしれシート」を
使用し、ＫＹを実施することにより、
災害の防止を図る。

• 「かもしれシート」を使用することで、
その作業に潜む危険の洗い出しの
抜け漏れを防止する。

• 作業直前に実施することで、その作
業の危険のポイント等を作業者間
で共通認識を持てる。

【機械による挟まれ・巻き込まれ防止対策】



事例２．鹿島建設株式会社（建設業・土木工事）

人通りの多い場所で段差部になっている場合（例：現場出
入口、安全通路）は、蛍光色の段差防止用のゴムマットを設
置することで、段差部の存在を明示し、転倒を防止する。

【転倒災害防止対策】

昇降設備のコンビステップに滑り止めテープを設置し、
転倒を防止する。

工事名：横断道津田大橋下部P2工事



事例３．鹿島建設株式会社（建設業・建築工事）

工事名：大塚製薬㈱第５研究所改造計画（Ⅱ期）

元請および各協力会社（母店）として、特に注意してほしい内容を

作業員一人ひとりに見てもらう為に、各社ごと現場代理人の安全
宣言を朝礼会場に掲示している。

また、現地ＫＹ記録やリスクアセスメント手順書を掲示して作業着
手するルールとしている。

実際に起きた災害を若者や経験の浅い労働者作業員に対し、疑
似体験として視聴してもらう事で危険感受性を高めてもらう方策
として取り組んでおります。

【墜落転落等災害防止対策】



地這配線を回避するためのゲートを設けている。
明確な安全通路を確保(グリーンマットで明示)している。

【転倒災害防止対策】



事例４．株式会社松本コンサルタント（測量・調査業務）

【墜落転落・熱中症等防止対策】



事例５．中山建設株式会社（建設業）

【墜落転落等災害防止対策】



事例６．株式会社北島組（建設業）

【熱中症等防止対策】

毎月、定例安全会を実施。熱中症対策等について周知徹底を行っている。



個人事業主等に対する安全衛生対策
の推進

◎徳島第１３次防推進計画の結果と課題

労働災害による被災者数 令和４年（2022年）
・死亡者数： ９人 ・死傷者数：２０３９人（休業４日以上）

■ 労働災害は長期的は減少しているが、転倒、動作の反動・無理な動作など行動災害による労働災害
が増加している。また、新型コロナウイルス感染症り患者により労働災害は大幅に増加した。

■ 死亡災害は建設業での墜落、転落災害の占める割合が高い。要求性能墜落制止用器具を適切に使用し
た墜落防止対策が課題である。

「徳島第1４次労働災害防止推進計画」のポイント「徳島第1４次労働災害防止推進計画」のポイント

徳島労働局では「徳島第14次労働災害防止推進計画」を策定し、国で定めた「労働災害防

止計画」を推進します。令和５年度から5年間の目標や重点的に取り組むべき事項を定めること

により労働災害の減少を目指します。

徳島労働局では「徳島第14次労働災害防止推進計画」を策定し、国で定めた「労働災害防

止計画」を推進します。令和５年度から5年間の目標や重点的に取り組むべき事項を定めること

により労働災害の減少を目指します。

◎徳島第１４次防推進計画における指標

アウトプット指標 アウトカム指標

・転倒災害対策（ハード・ソフト両面）に取り組む事業場の割
合を令和９年までに50％以上とする。

・卸売業・小売業／医療・福祉の事業場における正社員以
外への安全衛生教育の実施率を令和９年までに80％以上と
する。

・増加傾向にある転倒による死傷者数を令和４年と比較し
て令和９年までにその増加に歯止めをかける。
・転倒による平均休業見込み日数を令和９年までに40日
以下とする。

・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事
業場の割合を令和５年と比較して令和９年までに増加させる。

・社会福祉施設における腰痛による死傷者数を令和４年
と比較して令和９年までに減少させる。

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施
する事業場の割合を令和９年までに50％以上とする。

・増加傾向にある60歳代以上の死傷者数（新型コロナ

ウイルス感染症り患者を除く。）を令和４年と比較して
令和９年までにその増加に歯止めをかける。

○労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

○高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

◎徳島第１４次防推進計画の重点事項

自発的に安全衛生対策に取り組むた
めの意識啓発

化学物質等による健康障害防止対策
の推進

労働者の健康確保対策の推進

多様な働き方への対応や外国人労働
者等の労働災害防止対策の推進

業種別の労働災害防止対策の推進

高年齢労働者の労働災害防止対策の
推進

労働者の作業行動に起因する労働災
害防止対策の推進

上の重点事項における取組の進捗状況を確認する指標をアウトプット指標として設定し、アウトカム
（達成目標）を定めています。アウトカム指標を達成し、

令和９年における死亡災害を６人以下、死傷者数を令和４年より減少させる
ことを目指しています。



アウトプット指標 アウトカム指標

・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラ
イン」に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場
（荷主含む。）の割合を令和９年までに45％以上とする。

・陸上貨物運送事業の死傷者数（新型コロナウイルス感
染症り患者を除く。）を令和９年までに令和４年と比較して
５％以上減少させる。

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組
む建設業の事業場の割合を令和９年までに85％以上とする。

・建設業の死亡者数を令和９年に２人以下、５年間10人
以下とする。

・機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造
業の事業場の割合を令和９年までに60％以上とする。

・製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死
傷者数を令和９年までに令和４年と比較して５％以上減
少させる。

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライ
ン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を令和９年
までに50％以上とする。

・林業の死傷者数（新型コロナウイルス感染症り患者を
除く。）を令和９年までに令和４年と比較して５％以上減
少させる。

・母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人
労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている
事業場の割合を令和９年までに50％以上とする。

・外国人労働者の死傷者数（新型コロナウイルス感染症
り患者を除く。）を令和９年までに令和４年と比較して５％
以上減少させる。

・企業における年次有給休暇の取得率を令和７年までに
70％以上とする。

・勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を令和
７年までに15％以上とする。

・週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時
間60時間以上の雇用者の割合を令和７年までに５％以
下とする。

・メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を令和９年ま
でに80％以上とする
・50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の
割合を令和９年までに50％以上とする。

・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、
ストレスがあるとする労働者の割合を令和９年までに
50％未満とする。

・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を令
和９年までに80％以上とする。

（指標は立てず）労働者の健康障害全般の予防につなが
り、健康診断有所見率等が改善することを期待。

・労働安全衛生法第57条及び第57条の２に基づくラベル表

示・ＳＤＳの交付の義務対象となっていないが、危険性有害
性が把握されている化学物質について、ラベル表示、ＳＤＳ
の交付を行っている事業場の割合を令和７年までにそれぞ
れ80％以上とする。
・労働安全衛生法第57条の３に基づくリスクアセスメントの実

施の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握
されている化学物質について、リスクアセスメントを行ってい
る事業場の割合を令和７年までに80％以上とするとともに、

リスクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康
障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割
合を令和９年までに80％以上とする。

・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との
接触、爆発、火災によるもの）の件数を平成30年から令

和４年までの５年間と比較して令和５年から令和９年まで
の５年間で、５％以上減少させる。

・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握している事業
場の割合を令和５年と比較して令和９年までに増加させる。

・熱中症による死傷者数を平成30年から令和４年まで

の５年間と比較して令和５年から令和９年までの５年
間で、５％以上減少させる。

徳島推進計画

アウトカム指標を達成した場合、労働災害全体として、以下が期待される。
・死亡災害が令和４年の９人と比較して、令和９年には、３人以上減少（６人以下）となる

・増加傾向にある死傷災害（新型コロナウイルス感染症り患者除く）については、令和４年と比較して令和９年までに
減少に転ずる。

○多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

○業種別の労働災害防止対策の推進

○労働者の健康確保対策の推進

○化学物質等による健康障害防止対策の推進

徳島第14次防推進計画の詳細は、
ホームページをご覧ください。

第14次防関連
厚生労働省ホームページ


